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これだけは知っておきたい労務管理

日々の労務管理について根拠持って判断に活かす

New企画

令和6年11月1日（金）

問い合わせ先
公益社団法人兵庫県看護協会
教育認定部 TEL078-351-2920

10：00～16：00

申込期間：8/16～31

講師：山田 真由子氏
山田真由子社会保険労務士事務所 代表

休日、休暇、休業
労働時間と残業

労務管理とは
労働基準法と
労働契約法

～研修内容～


